
第４表　地方債

（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 償還の方法

管理システム整備事業 18,000

新庁舎整備事業 73,800

町営バス待合所解体事業 2,100

町営バス購入事業 35,000

生活安全灯整備事業 35,800

福祉車両購入事業 10,700

白滝高齢者総合生活福祉センター大
規模改修事業

43,900

丸瀬布保育所改修事業 19,500

歯科診療所整備事業 120,600

ごみ処理施設整備事業 709,400

畜産担い手育成総合整備事業 2,400

畑地帯総合整備事業 1,000

小規模治山事業 9,000

生田原コミュニティセンター大規模
改修事業

362,300

旧ふるさと公園周辺整備事業 55,300

白滝高原キャンプ場改修事業 2,900

ロックバレースキー場周辺設備整備
事業

33,600

道路橋梁事業 75,600

除排雪車両車庫整備事業 2,400

道路新設改良事業 231,500

消防車両整備事業 80,200

消防指令システム更新事業 103,300

スクールバス購入事業 2,500

小学校改修事業 451,300

中学校改修事業 27,600

学校給食施設整備事業 10,400

地域公民館空調設備整備事業 2,200

丸瀬布昆虫生態館照明設備改修事業 14,300

えんがる球場大規模改修事業 341,500

水泳プール解体事業 24,000

過疎地域持続的発展特別事業 157,700

計 3,059,800

公的資金について
は、その融資条件
により、銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する
ものによる。ただ
し、町財政の都合
により据置期間及
び償還期限を短縮
し、又は繰上償還
もしくは低利に借
換えすることがで
きる。
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　5.0％以内
（ただし、利
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いて、利率の
見直しを行っ
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は、当該見直
し後の利率）


